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検
査
内
容

　
身
体
計
測
、
血
圧
・
血
液
検

査
、
尿
検
査
（
必
要
な
方
の
み

心
電
図
、
眼
底
検
査
）

受
診
期
間

　
６
月
１
日
（金）
〜
１２
月
２５
日
（火）

負
担
額
　
１，
０
０
０
円

申
込
方
法

　
保
険
・
医
療
課
へ
電
話
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限
　
１２
月
２０
日
（木）

受
診
方
法

　
申
し
込
ま
れ
た
方
に
は
、
受

診
券
、
健
診
受
診
票
、
採
尿
容

器
な
ど
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

直
接
下
記
の
医
療
機
関
へ
電
話

予
約
の
う
え
、
受
診
し
て
く
だ

さ
い
。

受
診
時
に
持
参
い
た
だ
く
も
の

　
受
診
券
、
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証
、
健
診
受
診
票

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
市
民
安
全
部
保
険
・
医
療
課

　（
滝
野
庁
舎
）

　
　
４
８
・
３
０
０
２
　

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
に
か

か
る
費
用
（
介
護
給
付

費
等
）
は
、
半
分
が
国

・
県
・
市
の
公
費
（
税
）、

残
り
の
半
分
が
み
な
さ

ま
か
ら
の
保
険
料
で
ま

か
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
者
が
増
加
す
る
中
、

今
後
も
必
要
な
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
で
き
る
よ
う
、

平
成
２４
〜
２６
年
度
の
保

険
料
基
準
額
を
見
直
し

ま
し
た
。（
年
額
６
７，

２
０
０
円
）

　
み
な
さ
ま
の
介
護
保

険
料
は
、
そ
の
基
準
額

を
も
と
に
、
本
人
や
世

帯
の
所
得
や
課
税
状
況

な
ど
に
応
じ
て
決
定
さ

れ
ま
す
。（
表
参
照
）

　
な
お
、
６
月
中
旬
に

は
、
平
成
２４
年
度
の
介

護
保
険
料
に
つ
い
て
、

郵
送
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ

　
福
祉
部
高
齢
介
護
課

　（
ラ
ポ
ー
ト
や
し
ろ
）

　
　
４
３
・
０
４
４
０

●生活保護受給者の方
●世帯全員が市民税非課税で、本人が老齢福祉年金を受給している方

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税
年金収入の合計が８０万円以下の方

世帯全員が市民税
非課税で、第１段
階または第２段階
に該当しない方

世帯の誰かに市民
税が課税されてい
るが、本人は市民
税非課税の方

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が１９０万円未満の方

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が１９０万円以上３８０万円未満の方

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が３８０万円以上の方

本人の前年の合計所得金額と前年の課税
年金収入額の合計が１２０万円以下の方

本人の前年の合計所得金額と前年の課税
年金収入額の合計が１２０万円を超える方

本人の前年の合計所得金額と前年の課税
年金収入額の合計が８０万円以下の方

本人の前年の合計所得金額と前年の課税
年金収入額の合計が８０万円を超える方

所得段階 対 象 と な る 方 基準額に対する割合 保険料（年額）

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

基準額×０．５

基準額×０．６５１８

基準額×０．７５

基準額×０．９０１８

基準額×１．０

基準額×１．２５

基準額×１．５

基準額×１．７５

３３，６００円

４３，８００円

５０，４００円

６０，６００円

６７，２００円

８４，０００円

１００，８００円

１１７，６００円

平成２１年度から平成２３年度までは６段階でしたが、所得の状況に応じた保険料とするために７段階としました。

　
加
東
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
４０
歳
以
上
の
方
（
年
齢
基
準
日
は
平
成
２５
年

３
月
３１
日
）
で
、
ま
ち
ぐ
る
み
総
合
健
診
（
特
定
健
診
）
を
受
診
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
個

別
に
健
康
診
査
を
受
診
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
特
定
健
診
の
み
）

ま
ち
ぐ
る
み
総
合
健
診
を
未
受
診
の
方
は

個
別
健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う

井岡医院（菅田町）
育が丘クリニック（樫山町）
伊佐治医院（神明町）
岡田内科医院（市場町）
岡村医院（敷地町）
柏木医院（船木町）
北野整形外科･外科（黒川町）
小島クリニック（王子町）
清水内科クリニック（敷地町）
つぼた小児科医院（西本町）
復井診療所（復井町）
福岡クリニック（神明町）
まえだクリニック（大島町）
松尾内科（黒川町）
山口内科医院（本町）
依藤診療所（本町）
緑駿病院（復井町）
兵庫青野原病院（南青野）

６７－２３６７
６２－８１１２
６３－７８８７
６２－７３６６
６２－４３００
６７－０１９９
６３－１０８０
６４－２７２７
６２－１００５
６２－２７５２
６６－７３１８
６３－１６００
６４－０７７１
６４－０８８０
６４－０２０２
６３－００２８
６６－２０２０
６６－２２３３

小　野　市（市外局番０７９４）
青山医院（吉井）
赤羽目医院（北野）
井上医院（沢部）
加東市民病院（家原）
桂医院（大門）
坂本医院（上中）
神医院（森）
曽野医院（東古瀬）
田渕医院（新町）
東条診療所（新定）
ふるもとクリニック（社）
ますむら医院（上滝野）
松原メイフラワー病院（藤田）
松本小児科医院（社）
森下クリニック（社）

４６－０３２１
４８－５０５８
４２－１１９０
４２－５５１１（代）
４３－０２５２
４２－６６６０
４７－０１４４
４２－６２９９
４８－０１６０
４６－００４８
４０－０２０２
４８－０７０４
４２－８８５１
４２－５１０５
４２－００２４

加　　　東　　　市


